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宋応星 F野議J訳注(2)

ATranslationandInterpretationofSungYing-hslngTsyeyi(2)

加 計 三千代

MichlyOKAKEI

は じめに

r天工開物｣の著者宋応星は､1636年 (崇禎9)政論粂 r野談｣ を刊行 した｡本書では､宋応星が

明菜社会の直面 している各種の問題について彼独自の意見を述べており､r天工開物｣が著述された

背景などを理解する上で大変重要な政論塊であると思われる.そこで､私は前回 (法り 本番の序文

である ｢野談序｣から訳注を始めた｡｢野誹序｣を読むと､産業技術督 r天工開物Jを著 した宋応星

が ｢野｣(田舎)に居 りながらも､政局に対 して大変熱い想いを抱いていたことがわかる (注2)｡明

末の厳 しい状況の下､彼は産業に関する停学者 博物者 (圧3)であっただけではなく常E]頃から社

会1117勢に心を砕 く士大夫であったことが伝わってきて､宋応星という人物に少 しではあるが近づくこ

とが出来た様な気が したo

さて､r野訊Jは ｢町議序｣に引き続 き,世迎訊 進身肌 民肘訊 士気談 屯田談 催利談 ･I帯

的談 練兵談 学政談 ･塩政談 ･風俗談 ･乱萌旅の12旅にわたって記述 している.今回は､この中の

｢世迎談｣､｢巡身談｣､｢民財謙｣､｢士気謙｣について訳注を行ないたいと思うO(注4)

はじめに ･注

(1)拙稿 ｢宋応星 r野講1訳任 (1)｣r岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要J､第30号､2010年｡

(21｢野講序｣中に､

｢敵将冷箸､炊灯兵事､継以詰朝､胡成万言､名之E](野詫).,夫朝講巳鹿欲的之人､而野複有講､如世

道何｡錐鞍､従野而読者血悪､干朝議何傷也｡J

と首己述されている｡

(3) 例えば､T天工開物Jの ｢第^巻冶巧 (鋳造)｣に,宋応星の~博物者Nとしての自負が見える箇所がある｡

｢附破鐘 披質腰基､従古奴括績､超干唐津頼読博緒地｡銅旋不通.姑治男之｡蓋斯須之計也｡畠家盛時

則冶銀烏豆､隷伯東時則巧鼓烏鐙｡併志博物者啓慨｡｣〔r天工開物Jの原文は､1988年上海古蕗出版社

刊行 (称振iT指)分を使用するC以下同様)

(付言己鉄銭

鉄というものは非常に安いから､昔から銀には妨遺しなかったが､唐代の洋銀である規.博の地で鉄鎖

が始まった｡銅筋が通用しないので､初めてこれを鋳造したのであるが､それは一時的の手段であったろう｡
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宋応星 r野諌｣訳注(2) 加計三千代

朝廷の栄え7L=時には､鎌を鋳造して高杯をつくりさえしたが､諸大名が衰えた時には鉄を鋳造して技をつ

くったのであるO博物者としての感慨をここにあわせしるしておくO)〔薮内清訳旺 r天工開物｣､平凡社東

洋文臥 1969年､p169〕洪ただし内容には誤りがあり､薮内氏の ｢注｣によると ｢鉄鍬 ますでに唐以前か

ら行なわれた｡｣

(4)訳控の原本としては､前回同様､1976年上海人民出版社刊行の r明 宋応星侠沓四種 野講 論気 談天

恩憐詩｣の中の (野言渡)を使うC

1 訳注 ｢世運議｣

1tl札止

｢語EI､｢冶極巴乱､乱極賢治｣Q此天地乗除之数也｡自有督契以来､車督一統､治平垂三百載而奴

間者､商家而後､干斯篤盛｡読者有暑中寒空之惟雫､不知今巳乱極思冶之時也o西北蒐息､延燦中原､

其僅存城郭､而郷相鉄市姦付煙塵者､不知其幾O生民今E]死干冠､明日死干兵､或巳耕而EEI荒干避杜､

或巳種而蘭塙千恕陽,家主7,TL離､満整相枕者､又不知其幾D城郭己陥而後存､経焚而役柄者､又不知

其幾｡

幸生東南半壁天下者､即苛延歳月､而官愁眉干上､民党額干下､盗賊葬午､水草交傷､豊復有隆､

寓鎗意哉｡此政乱極監治之時､天下等猶可為､母以乗除之数日温謹也｡｣

(釈)世逓謙 (注目 ※(九括弧内は訳者による説明｡次章以降も同様)

｢ことわざに ｢治が極まれば乱を巴い､乱が極まれば治を思う｣(任2)と言う｡これは､世の中

の移 り変わりの決まりごとであるO文字を作って (注3)以来､輩や文字が統一されて (級)､治

平が300年間続いて途切れることがなかったのは股 (圧4)より以降では我が明こそが盛世である(任

5)O論者は､異変を憂 うるだけで､今はすでに乱が極まってその後治が訪れる時機なのを知らな

いのだO西北では義賊 (注6)がわずらわせ､中原を延焼 しそこにはわずかに城郭を残 しているだ

けであり､郷村や鎖市でことごとく燃え尽きたものは数知れない｡生きている民は､今日は恵敗に

死に､明日は軍隊に死ぬ｡或いは､耕 していた圧=ますでに避難の為に荒れ､或いは植えた矧 ま時候

が狂った日光で枯れている (注7)｡家族は離れ離れになって流れ､満や谷に枯たわっている者は

文数知れない (任8)｡城郭はすでに攻め落とされ､しかる後に複た修接され､燃やされて接た構

築されたものはその数がわからないほどである｡

幸いにも東南の先進地帯 (任9)に生れた者は､か りそめにも歳月を延 し生きながらえているが､

上では官吏が眉をひそめ下では民が (頭を痛めて額に) しわを寄せ (注10),盗賊がいたるところ

にいて洪水 と日照 りは交互に起きている｡とうして､隆慶 万暦時代 (症ll)に複することが出来

ようか｡これは乱が極まって治を思う時であり､天下の事はなお為すべきことがあるO運命だから

といって涙にくれるだけではいけないのだ｡｣
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第 1章 注

(1) 世運は､世の盛衰治乱の気運のこと｡r野講｣を記した当時宋応星が教諭をしていた分宜県について､r分

宜願志｣(崇禎元年-十年の)<災祥>を見ると､次のような記載があるO

(r江西省分宜願意J､成文出版社､頂清廉緊22年刊本影印､1989年､p185)

｢崇禎四年夏地震､居民有白床墜地､屋瓦皆裂｡

五年秋地震､冬十二月天雨穀男色､遠地可食入多拾之室数斗者O

九年夏大草､穀毎指至八鐙｡

十年冬十一月､臨藍賊遼東州震隣幣避｡｣

(*宋応星は崇禎九年に r野講｣､崇禎十年に r天工開物｣刊行｡)

(2)｢易禁絶尭｣巻一に､

｢ 乱極思治､小人盛極而君子復進｡放六陰民権復為五陰雨一陽乃為坤之剥罵｡｣

の記述があるO

また､宋応星と同様明末晴初を生き抜いた黄宗屯 (1610-1695)も､政治論 r明爽待記録J自序の冒頭

を<乱>とく治>についての記述から始めている.

｢余常疑孟子一泊一礼之言,何三代而下之有乱舞治也｡乃観胡鯨所課什 二遁者､起同敬王甲子､以至於今

皆在-乱之遅､向後二十年､交入大壮､始得一泊､則三代盛､猶未絶望也O前年壬寅夏,傾具満治大法､

未卒敷章､過火而止｡今年自藍水道故居､整理桂幌､此巻猶未失諮於指頭胎底､鬼子某某論完之O冬十月,

雨督削繁､咽妖而歎El､昔王免倣同憩､著沓一巻､自謂吾未即死､持此以遇明王､伊呂事業.不維致也､

終不得少試以死｡見之沓来待見､其可致治輿否､国夫可知｡然乱逆未終､亦何能鵠大壮之交｡吾維老兵､

如箕子之見訪､或庶幾葛｡豊国英之初且､明而未融､逐秘其言也O契印梨洲老人瓢O｣

なお､この ｢-袷-乱｣は r孟子｣願文公下の文中に記述がある｡

｢孟子日､予呈好榊哉｡予不得巳也｡天下之生久兵.一拍-乱｡ ｣

(3) 原文は ｢有昏契｣Qr易経｣繋離下に

｢上古結縄而冶O後世､聖人､易之以笹契､百官以治､IAT民以寮｡蓋取諸共｡｣とある｡

(4) 原文は ｢商家｣O(商)は中国舌代の王朝名Q股商ともいう｡揚王が夏の架王を滅ぼしてたて､商と自称

したO商は､遠祖の契が都を位いたと伝えられる地名｡もと河南の葦に都をIBき､のち今の河南省安隈県

/ト屯に移った｡その出跡が段櫨である｡宗寸王のとき同の武王に滅ぼされたO周人は彼らを段と呼んだ｡

(5)明朝までの中国の歴代王朝は (*ここでは､所在が確認出来ている王朝のみをあげる)､

前403-前221故国時代)-<発> (前221-前206)-<前浜> (前2021後8)-<新> (8-24)-く校

漢> (25-220)一統晋南北朝-く陥> (581-618)-<麿> (618-907)-五代十国-<北宋> (960

11126) <南宋> (1127-1279)-<元> (1271-1368)-く明> (1368-1644)
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宋応星 r軒別 訳注(2) 加計三千代

殻は約500年続いているので宋応星が言うように ｢治平垂三百載而iEE･間者､商家｣であるが､次に長い王

朝としては唐 (290年)､そして明 (277年)が続く｡だが,唐は則天武后が国号を周と改め約15年間 (690

-705)天下を支配し唐は一時途切れるので､宋応星は明朝を ｢商家而後､干斯篤盛｣と位置付けているの

だろうか｡

(6)宋応星が ｢野議｣を刊行 したのは1636年 (崇禎9)で､反乱軍が官軍を圧倒する少し前の状況7L=ったと

思われるC略年表で､その動きの一部を示すと次の通りである｡

1628年 (崇禎元) 隣西北部に飢越広がる.恢西省延安府府谷県の王粛胤ら相次いで反乱を起こす｡

1629年 (崇禎2) 3月､楊鶴 (左副都御史)を隣西三辺総督に任じ､反乱紙定に当たらせる｡

4月､明王朝､駅伝の削減を実施､李白成 (延安肘出身)ら駅夫多く共架するC

1630年 (崇禎3) 3月､三高胤､神木渡より山西に侵入｡

6月､張献思 (延安府出身)､米脂18寮を率いて反乱を起こし ｢八大王｣と号した0

1631年 (崇禎4) 6月､王轟胤､儒城にて殺される.

7月､余衆､王日用を推して首領とし､その後を統率させ､高迎祥 (fit,l王)､張献忠 (八

大王)らと適合し､山西に貼結する｡この時反乱軍は36督､20余万と称した｡李日成は

閲将と号し､高迎禅に従っていた｡

1634年 (崇禎7) l月､明王朝.延描巡撫陳脊振を総督快西 ･山西 河南 湖広 四川五省軍事に任じ､

反乱手兵圧の専任とする｡反乱軍王力四川に入る｡

6月､反乱軍王力､撰中の車箱峡に包囲される.

7月､反乱軍､車箱帳に閉じ込められたまま､2ケ月の連雨と食料不足に悩まされる｡

李白成､部下の顧君恩の計を用いて陳脊振に偽装投降するO 併呑職はこれを受け入れる

が､反乱軍は危地を脱するや､再び反乱する｡

9月､反乱軍王力侠西に入る

1635年 (崇禎8) 1月､反乱軍､薬陽に大会を開き､作我を試すOこの後.高迎禅､張献忠,李白成ら東

進し､明王室の故郷鳳陽をrl17ul.皇陵を焚鮫する｡

10月､高迎祥､李白成ら､張献忠と合体し河南を攻撃する｡

1636年 (崇禎9) 3月､高迎梓,李白成軍挟西に入るOこの月､明王朝､孫伝庭を侠西巡撫とするC

(谷川道雄 幕正夫 r中国民衆頼乱史 3J､平凡社東洋文雄､1982年､p325-327参照)

(7)宋応星の出身地である奉新県の地方志 r奉新郎志Jには,崇禎九年 (1636年｡r町議｣著述の年)に妖の

ような記載がある｡

｢南昌府大肌､米穀騰貴､郷城宰相船奪､巡撫朋尊皇龍禁之､弗得以数人､正法乃止｡｣

(r江西省分宜願意J､成文出版社､榔 古同志十年刊本影恥 1989年､p2006)

(8) 原文では ｢俳聖 (こうがく)｣｡横型は瀧や谷間のことで､物を架てる所であり､｢填溌整｣は ｢みぞには

まる､野垂れ死にする､命を失うこと｣であるor墨子｣兼愛下には ｢沸立に転死す｣の言葉が記述されて
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岡山大学大学院社会文化科学研究科足裏第31号 (20113)

いる.また､宋応星が ｢野講序｣で名前をあげている伸長続の r昌言J<損益清>には ｢貧窮のものは溝

聖に転死す｣の記述がある｡

(9)原文の ｢東南半壁｣は中国東南の三日月地帯のこと (下Eg)の ｢東部半月地域｣)｡

国 1-1 ,l代t:おける人口捕tb

は井 YehchlenWan又.LAHdTw lJ伽 川 Imberb7LChlM 1750-19JJ(Cambrldge.Mass

HarvardUllLYerSltyPress.1973),p85J:りCれ

(ロイド･Eイーストマン著.上EB僧 深尾葉子訳 r中国の社会J､平凡社､1994年､p23)

uo)原文の ｢塵｣は､顔や額にしわを寄せること｡

r孟子Jの ｢染恵王章句 下｣に次のような記述がある｡

｢臣詩境王宮崇｡今王鼓舞於比､百姓閑王鐘鼓之夢､管笛之昔一歩疾首里頼而相告Ej･吾王之好乾築･夫

何偉観至於此極也｡父子不相見､兄弟襲子株散｡今王田及於此､百姓閲王事馬之昔.見羽旋之美､歩疾

首延穎而相告EL 吾王之好EB猟､夫何便我至於此撞也D父子不相見.兄弟妻子離散｡｣

(ll)原文の ｢隆,寓｣は､明の第13代隆燈帝､第14代万暦帝の時代のことを指すと思われる｡

さて､岸本美諸氏によると,

｢成化帝､弘tiET.帝の両皇帝の時代を､明末の人々はしばしば (盛世)として回顧している｡｣

(r世界の歴史12 明柄と李朝の時代J､中央公論社､1998年､p74)

しかし､宋応星は ｢世運講｣で ｢登校有隆､常除恵哉｣と記述しているだけでなく,次の ｢進身旅｣で

も ｢隆､寓重鞍而後｣と記述しており.隆燈帝 万暦帝の時代への想いが弘かったように感じられる｡宋

応星が生まれたのが1587年 (万暦15)､そして万暦帝が亡くなったのは1620年 (万暦48)宋応星が33才の時で

前年2B]目の会釈に失敗していた｡何故､彼は ｢董複有里し草餅費哉｣｢臥 商量匪而後｣と隆慶敵 方暦

帝への想いが強かったのか知りたいと思う｡
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宋応星 r町議｣訳注(2) 加計三千代

さて､その第9代成化帝 第10代弘治帝から明朝最後の皇帝第17代崇禎帝までの皇帝名と在位期間を記

すと以下の通りであるQ

(卦憲宗未見深 (成化帝) 1464-1487 <明末の人々が､しばしば く盛世)として回顧>

⑩孝嘉朱祐檀 (弘治帯) 1487-1505 <

⑪武宗朱厚照 (正徳帯) 1505-1521

⑫世宗朱厚捜 (嘉婚帝) 1521-1566

⑬穆宗朱戦塵 (隆慶帝) 1566-1572 <宋応星が一興=(光明の)と記述>

⑭ 神宗朱瑚鈎 (万暦帝) 1572-1620 < >

⑮光宗朱常宿 (泰昌帝) 1620

⑯寮宗朱由校 (天啓帝) 1620-1627

⑳敦宗来由検 (崇禎帝) 1627-1644 <宋応星は崇禎9年に r野謙｣を記述>

2 訳注 ｢進身議｣

進身議

｢従苗取士進身之法､勢重則反､時久必更0両漠方正賢良､瓢､晋九品中正､唐､宋博学弘詞､明経､

詩賦諸科､長久者百年而止英｡垂三百年､蹄重科勢一途而不変者､則惟耗朝｡非其法之至馨､何以及

此｡

聖主見州邑之間､攻城城破､掠民民残､銭規則終日開校報完､而司Ri仰屋如故.迩賊則終日戦功叙

11､両羽改馳地更娼O凡属別科中人､循資揮望而建節者､慣壊封弓盟､紛紛見干前串｡保準一法､欲復

里選之旧､以済時難､豊得己哉｡然偶人之人､興人所幣之人､声膝気求､1Jb在八股文章之内､呈出他

途｡且残破地方､待守令之至､加速†弱救焚｡而薦馨中人､必帝都苔促之､撫接軌兜､而後就道､鎗部
核試､雨後技官､勧掩歳月､串豊有済o以蒐乱之時､而州彫之鉄不補者､三百有鯨｡此鎗政之壊､千

人才何輿也｡

人情誰不願富貴､然先憂後楽､滋味乃長O隆､簡重照而後､言fi沓鰹聾者､克不知作官篤何本領｡第

以位蹄根耕､階築祖父､薗及兄孫,身後示巳名官､入郷賀､墓誌文章誇楊干後世o至奴虜繋動､水場狂

凶､方始知建節之典､原具殺身之禍｡即今四海之内､破傷如是､而小康之方､父望其子､師勉其弟者,

只有第兆時文､逢迎矧 完､思一得当之貢引央o童子得利聯第之後､官職遇冠速報､作何策膝､何笛夢想

及之O且得策之人､業己雨受隆恩､不智恵請接,迂延観望､有懐時平而仕之想､思以残危之地.付之

飛歩中人､輿郷貫之衰弱者､国家亦何侶制利烏｡司鎗法者､-破情面､大公至正､理範而授之､即暫

受噴怨､而別科増光､穿自此始実｡

重兼通騎射法,在所必不行｡馳雄視強､自是行伍中事､文士百十申､即選得一能者､亦何楕干草O

先年遠､贋雨経略､-以蕃射名､-以善騎名､非巳然之頗哉｡顔共卿在麿､虞允文在乗､彼知騎射烏

何物｡方張強虜,直椿狙談笑而雅之｡由今況昔､何勝慨嘆哉｡｣
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(釈)進身訣 (注1)

｢古より士を採用する進身の法は､盛んになったら弊害が出て､時が久しくなれば必ず変わった｡

前漠 後漠の方正賢良 (任2)､款 .晋の九品中正 (注3)､唐 宋の博学弘詞 明程 詩賦の諸科 (注

4)は､最も長いものでも100年で止んだ｡300年間､科挙 (注5)一途に重きをおいて変わらないのは､

ただ我が明朝 (注6)だけである｡その法が点上のものでなかったとしたら.どうしてここまで続 く

だろうかo(我が明朝の科挙は最上のものである｡)

聖なる天子が地方にE]を向けると､城を攻められたり破られたり､民は残酎な目に遭い悲惨な状況

に陥っているのに､租税である銭桂は常に取り立てられて完了を報告され､司膿 (任7)は手をこま

ねいて何もしない｡益賊は常に手柄に報いてTiLFを授け､急を告げる轍文は地を馳せ更に猛々しくなっ

ている｡凡そ ｢制利中人｣(科挙で合格した人)(注8)は､資力と望に託されて役人の官職を得る者

であるが､国境を壊滅させ､今まで乱れさせた多くの事例があるo｢保馨一法｣で (注9)昔の里選

に還して時局の囲経を赦おうとするが､もはやそれはできない｡なぜならば､人を推薦する人は推飛

される人と声気を通じているのであり､だから (官吏の登用は)八股文章 (任ユ0)の中に存在するの

であって､他の登用法では駄目であるcLかも､破壊さjlj=地方では､守令 (注11)がそこに着任す

るのを待っているが､それは非常に緊急を要するものである｡それなのに ｢照準中人｣(推把によっ

て任官する人)は､｢都督｣(吏部からの苔文)を待ってこれに問いはかり､壮行式を行なった後に道

に就くO(そして)吏部によって派避され後に官を授けられる.(このように)ややもすればとても鼓

月がかかるので､事が間に合わない｡売賊の乱の荘中に､州県の欠員が補足できないのが300余りあるO

これは人材登用の弊害であり､人材とは関係がないのである｡

人情では誰も雷貨を望まないものはいないが､人の上に立つ者は天下の人々が憂う前に心配し､天

下の人々が楽しんだ後に楽しむべきで (注12)､そうすれば長く味わうことが出来る.隆慶 万暦時

代の光明の後､勉強して科挙を受験する者は結局官になるとはとういう本質なのかを知らないOただ

朝廷に登って､父や祖父に高い地位を与え､その蔭は子孫が官を得ることにまで及び､またその身は

後に名臣として配られ､郷貿面削こ入り､墓誌の文章が後世において称揚されることを願うだけであるo

Lかし混乱になった社会になって,官職を得るということが自らの死を招く災いと隣りあわせだとい

うことを初めて知る｡すなわち今､四海の内 (中国)では傷が破れること是の如くであるが､小康の

地方では父がその子に望み師がその弟子を励ますのは､時文を某LJきしで (追士の)試験に遥迎し､科

挙に合格することを快 Lとする｡科挙に合格した後に､官職について克服に遭遇し困難に逢った際に

どのような対策を立てていいのか､そういうことは夢にも思わない (夢想だにしない)C且つ ｢得第

之人｣(科挙に合格 した人)は､科挙に合格し官吏になれたという2つの恩を受けながら､(危険な場

所に)任官することをいやがり､ぐずくずと様子を見ていて平和になったら任官しようと考え､危険

な地には､これを ri巧教中人｣(椎手引二よって任官する人)と ｢郷貫之衰弱者｣(郷里で選ばれた役に

立たない者)にゆだねようとしている｡それにもかかわらず国家はなぜ ｢別科｣(科挙)の力を借り
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ようとするのか｡選考の法を司る者は､一に情面を打ち破 って､公正にくじを引 きこれを授けるべき

である｡するとす ぐに怨みを受けるかもしれないが､｢制科｣(科挙)は威厳が増すのだからそれはき

ちんとや らなければならない｡

騎射法に至っては､どこもそれを行なわないでいる｡馬を速 く走 らせ弓を引いて､行軍にあたるよ

うなものは､文士110名のうちよく出来るものが一人いたとしても､また何の役に立つだろうか｡先年､

遼東 広率の両経略で (注13)､一人は善い射名を以って､一人は善い騎名を以って活躍 したが､こ

のことによりすでに検証 されたのではないだろうか｡顔真卿 (注14)は暦にて､虞允文 (注15)は乗

にて､騎肘は何たるかを知っていたOまさに強い夷娘に対 して弓を張 り､宴席で談笑 して外交交渉を

し､夷賊を粉砕 したO今 を昔 と比べると､今の状況は慨嘆に耐えられないO｣

第2章 ･注

(1)｢進身之階｣で出世の階段､出世の道のこと｡

r野謙｣の ｢進身講｣では､宋応星が明代の科挙を最上のものとして誇りながら､その人材登用制度の憎

正について述べていると思われるが､宋応星自身は1615年 (万暦43)南昌の郷試に合格して拳人となった後､

1616年 (万暦44)から1631年 (崇禎4)まで6度会試を受験 しすべて不合格だったとされている｡これは

中国での宋応星研究の第一人者格吾星氏の長年の探求によるものであり､播氏は宋応星が1616年､1619年､

1622年､1625年､1628年,1631年の6回会談を受験 したとしているQしかし､従来は ｢5B]受けてすべて

不合格｣とされてきたO

較内治氏は r天工開物J(平凡社､1969年)の解説の中で､次のように述べている.

｢(宋応星の)兄の応昇は五度北京に赴いて会試を受けたが失敗し､ついに広東の地方官となり､椅廉な

官吏として知られた｡応星自身が会読を受けたかどうかは明らかではないが ｣(p370)

つまり､宋応星の ｢五度会試を受けた｣とする説は､兄の宋応昇についての史料が元となっていると思

われる｡その中の一つ､r奉新願志Jの ｢人物二 歩人｣<宋膳昇>の榊では,

｢宋懲昇､字元孔､腔星之兄､輿弟同魁､其経五詣絶間不第｡ ｣

と記述されている｡(前掲番､pllO6)

また､胡遺静氏は ｢r天工開物Jとその著者宋応星｣(渡部武訳 r中国苗代農業博物誌考｣､巌山沖村文化

協会､1990年)の<五回の科挙落第>の中で､下記のように述べている｡

｢ 29歳の時に兄の応昇とともに郷試に合格した｡その年の冬､両兄弟はともに北上して首都北京に行き

翌年の会試に応 じたが､二人とも試験に失敗 してしまった｡以校､万暦47年 (1619) 天啓3年 (1623)

天啓7年 (1627) 崇禎4年 (1631)の合計4度も上京して会試を受けたが､いずれも失敗の悲運を喫する

ことになったC5度も公車で召されながら及第せず､すでに年齢も45歳に適していたので､椎は科挙に対

して絶望し､立身出世をあきらめるようになっていったOそして崇禎7年甲成 (1634)に江西省分宜県の

放論に赴任していった｡｣(p168)
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この宋応星の会試受験は､北京への北上時に r天工開物Jに対するデータ収典もしたのであろうと言わ

れており､その占からでも大きな意味を持つと思われるので､任意をしてく5回会試説><6回会試説>

を調べていきたいと思っている｡

(21｢方正｣､｢賢良｣そして ｢文学｣は漠代の官吏登用の推薦科目D文帝2年 (前178)と文帝15年に方正､貿

良の推挙が始められたが､文学についても同じ頃始められ7L=ようである｡これは諸侯王や中央､地方の長

官に対して､方正､賢良､文学に該当する有能者を推薦させる方法で､文学によって昇進した晃籍や､塩

鉄専売などに反対した茂稜の貿良唐生や､魯国の文学方生らがいる0r浜沓｣の<正仲野伝>に ｢陛下翠賢

良方正之士｣とある｡

(3)｢九品中正法｣は,親晋南北朝の官吏登用法C漠代の郷挙皇道に代って観の時に始められたもの｡地方の

JH郡に中正という官をおき､その地方の人物を9等に評価させ､その判定に基づき登用｡九品官人法｡

(4) ｢博学弘 (宏)詞｣は､人材登用の科Eの名で,麿の開元中､陸教が博学宏詞を以って挙げられ末に至っ

て正式科目となる｡初めは宏詞科といい､紹輿3年この名となる｡｢明桂｣は､科挙の科目の 1つで､聖人

の経むに関するもの｡

(5) ｢科挙｣は､科目に応じて試験さま1る昔の官吏登用試験｡陀代に始まり､唐では秀才 進士 明蓑至などの

6科に分け､経典L 詩文などを試験したO宋以後､科目は進士だけとなり､郷試 (完では解試) 会試 (栄

では省試) 殿試の3段階から成る.桁末､1905年に廃止｡

(6)黄宗掛 まr明爽待訪緑Jの ｢取士 (官吏選抜法)上｣の冒頭で.次のように明朝の官吏選抜法について語っ

ている｡

｢取士之弊至今E]別科両極英｡放毅宗嘗悪之也､瑞枝頁保革准賓特授積分襖接､思以得度外之士｡乃抜貢試､

猶雛絞殺也o考官不遇詞臣､闇之挟撃､既巳軽於解試臭｡保拳之法､雛日以名取人､不知今之所謂名著

何]F,也｡勢不得不離以賄賂請託｡及薄根而至､吏郡以-薙-論試之､視解試篤尤軽臭｡准貢者用脈試之

副横､特授着用昏試之副横｡夫副梯瓢諮之幹也O其軸諮者如此之重､粁何以待中武者平｡秋分不意JAL一郎､

其源不能胎也.換授以優宗室､異教可不子象乎O凡此六者､皆不稚芹買菜､欲得勝於科目之人,其法反不如

科目之許｡所以徒薦粉乳而iut益於時也O｣

(官吏選抜における弊害は､現今の別科にいたって極東に連したOそれで毅宗 (崇被帝)はかつてこれを

変えたので､技貢 保挙 准看 特接 積分 換按を設け､剛度に拘束されない人物を得ようと思ったOと

ころが､抜貢の試験はあいも変わらず縫糸そのままである｡試験官として学者をつかわさないで､提草に

まかせるから､舟初から解試よりも程度が低いにきまりきっているo保挙の制度は､名声で人をとるとは言っ

ているが､いまのいわゆる名声なるものが何によってきまるのか分からないOいきおい.まいないや頼み

込みが介在しないわけにはいかない｡出頚命令告をささげて出聖賢した場合､吏部がきわめて簡単な試験を

するのだから､解試とくらべると､とくに程度が低いのである｡准貢というのは解試の副傍を採用し､特

授というのは会試の副棒を採用する｡いったい副掛 ま落第のふるい残 りであるO落第者がこのように重ん

ぜられるならば､そもそも合格者にどんな待遇をあたえるつもりであるかO郡分はAL一郎 (買富者)を除か
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ねば､そのみなもとは清めることができないのである｡換授は皇族一族を優遇するためのものであるが,そ

の教育はあらかじめ施 しておかなくてよかろうか｡およそこれら6つのものは､みな経兼から離れていな

いから､科目よりもすぐれた人物を得たいと思っても､その方法はかえって科目の詳細であるのには及ば

ない｡いたずらに紛乱をおこして時局に益がない所以である｡)(西田大一郎訳､平凡社､1964年､p58-59)

(7) 司農は､農業を祭る官名｡今の農商務大臣の如きもの｡

(8) ｢別科｣とは､｢｢制饗｣のことで､天子親ら謂して嬰人を試験すること 〔唐番､題拳志〕｣(r字源｣)oL

かし､黄宗菰 r明美待訪録J｢取士 上｣の中の ｢別科｣を後藤基巳 山井湧氏は ｢科挙剛度｣と訳してい

る (r明東浦和政治評論集｣､平凡社､1971年､p76)ことなどから､拙訳では.｢別科｣は ｢科挙｣を指す

ものと考える｡

(9) ｢保挙｣とは､特別の技能 学識,又は功款ある者を､其の上官から奏講して.好戦に任命することO即

ち科挙の例外としての特別任用の手続きをいう｡

′ト野和子氏によると､

｢温碓仁は 八股文というペーパーテストによってのみ人材を登用することの誤りをいい､有能なる

人材を常任をもって推所望するという保挙制度を導入するとともに､併せて推薦者に連帯賓任をもたせるこ

とによって事態の改啓を図ろうとしたのであるO崇禎帝はこれを批准し､保挙の令が下がった｡張梯らは

直ちに各桁の社長と連結し､複社人員の推薦者名簿を作成させた｡｣

この時､保挙された複杜関係者の一人に､宋応星の友人陳弘緒がいた｡

(r明挙党社考一束林見と複社-1､同朋舎出版､1996年､p467-468)

(10)｢八股文｣の ｢股｣は対偶の悪で､明和から桁末まで科挙の科目に用いられた一文体｡四恕五経の句を題

に出し､対句法によって一定の方式に構成して論述するもの｡制裁文｡

(ll) 守令は太守と邑令のこと0

02)原文の ｢先憂後楽｣は､花仲滝の語｡衆人より先に憂い､衆人より後に楽しむ｡志士仁人の国家に対す

る心がけをいうO花沖縄は､北宋屈指の名臣で名文家としても知られ､特に r岳陽標記jが有名である｡

(13) 播曽星氏によると､原文の ｢先年超､箭雨足略｣とは､｢他 (宋応星)指出天啓年間遼東､広寧両種略 (椛

廷弼及王化貞)､均適齢肘､但皆敗干描兵｡｣(r宋応星評伝｣､南京大学出版社､1990年､p286)

(14)顔央卿は､唐の忠臣 智家｡棺 行 革に巧みであった0737年進士に及第した.平原の太守として安史

の乱に大功を立て､のち吏部尚nLif 太子少師O季希烈が反した時.これを招諭することを命じられたが捕

らえられ､監獄の後に殺されたo(709-785)

u5) 虞允文は､1153年進士に及第した｡中TfUr舎人､直学士院に叙せられた01161年､海陵王率いる全軍が南

下したとき､迎撃した南末の将軍 王権は､一戦もせずに栗石磯まで退いてしまった0両宋陣営が色を失

う中､江推軍の参軍として'fJt罪していた底允文は､水軍を叱略し､海鰭船と呼ばれる巨艦を敵船に体当た

りさせて撃破した｡四川宣撫任などを歴任した｡(7-1174)
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3.訳注 ｢民財議｣

民財誹

｢普天之下.｢民窮財菱｣四字､蟹額轄相告語｡夫財者､天生地宜､而人功蓮旋而出者也｡天下未菅

生､乃言乏｡其謂九遠島中国之整､而奴虜又烏九連之重､此指白金一物而言耳｡

財之名言､乃通指百貨,非専言阿堵也｡今天下何首少白金哉｡所少者､田之五穀､山林之木､埼下

之桑､袴池之魚耳｡有髄敷物音子此､白鍵黄金可以疾呼両室､腰連産盛而束貿者､必相蛙也｡今天下

生歯所訳者.惟三呉､^閏､別人浮干土､土無畷荒｡其他経行日中､瀦望二三十里､而無寸木之議可

以休.e者､拳日管是｡生人有不困､流志有不他者｡所以至此者､寅基之民何罪責｡

凡愚民之所硯致者､官有巌令両道之｡世家大族､顛食閑人､有室数唱率而析従之｡百年以来､守令

視其ロロ烏樽舎､全副精神尽在硯送迎者､調繁内伸｡溜来罪興急迫之秋､又分其精神､大半桔掘､催

征参罰､以便考成｡知吠畝山林之間､窮櫓蔀屋之下､烏何如景鼻音｡富貴閑人､全副精神只在廷師教

子､聯綿科第､美官室､飾厨倍 .家人子弟､出井称貸母接､剥削耕転蚕紙之輩､新穀新穀､禅帳先期

而人糞.追他其他｡用是､基貴之民､E]見勤著耕桑､而飢寒不免､以烏此無益之事也｡揮菜加可薦生､

始見蒐而恩師之.従此天下財源､遂至干所素之立 .両天下露施､逐至干繁桁之極安｡

説者日､｢iJu,r家倍貸不行､帽民無取食駕｡｣夫天俄生人手足､ILl計糊口､千万有余､林貸舞踏.則功

勢懲敵而出.国有称貸助成健脚､甚至左手貸架､右手括酒市肉,而地顔且如望蔦｡即令田畝有収､紙

蚕有精､既有称貸重.e､輔弼輸入富家 錐鋪僅箔兼減､室中井巳牌をo稚墜雨範､勢必子母皆不能イi'1､

富者始閃光称貸而絶交驚O其時計血複之､有不従乱如Fr;也｡夫子母称貸､腹削醍乱如此､而当世地雷

之人､撫片語及之者何也｡藍凡力可建言之人,其家未必過此鮮也.材木不加千山､魚題額蛤不加干水､

五穀不加千田鴫､而終日割削右捨左隣以肥己､兵火之至､今而得反之､尚何言哉｡｣(ロロは欠字)

(釈)民財談

遍く天下のもとで､｢艮窮財藍｣の4文字は､(われわれ士大夫が)額を寄せ典めて (r困ったものだ｣

と)相告げる言糞である｡そもそも財というものは､天がその地に合わせて生じさせたものであり､

人間の技が加わりあちこちに運ばれることによって生じる (注1)｡天下でいまだに生じないものを､

乏と言う｡(九つの辺境の地である)九辺 (注2)は中国の ｢重茎｣(弟を吸い尽くす場所)を為し､北

方異民族はまた九辺の ｢窒｣(銀を吸い尽くす場所)を為すと言うが (注3)､これは (北方異民族の

平定には銀が必要だったので)ただ銀という一つの物を指して言うのみであり､天や地によって生ず

る様々な財を言っていない｡

｢財｣と言うのは普通は百貨のあらゆる物を指 し､ただ金銭 (注4)だけを言うのではない｡今.

世間ではどうして以前より銀が少ないことがあろうか (iPtが少ないことはない)｡少ないものは､EEL

の五穀､山林の木､塀の下の桑 (注5)､池の魚のみ｡こうした生産物が豊かであれば､銀や金はそ

れに日掛 こ典まり､腰に (技の)かごをつけた商人が必ずやってくる｡今､天下で人口 (圧6)の多
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い所は､呉 (任7)や福建で,そこでは人が多くで耕されていない土地はないぐらいだ｡その他の土

地ではE]中に歩いて､2.30里見渡しでも (耕 しつくされて)少しの陰もないので休息出来ず､見渡

す限りこの通りである｡人々が困窮している以上､∫,TL充が激しくならないわけはないだろう｡ここに

至る理由において､無知な民に何の罪があるだろうか｡

およそ ｢愚民｣が力をつくすのは､官に厳命があるのでそれに従うのである｡名門の一族や身分の

高い有名な人が教えを唱え率いるので､これを開いて従うのである｡百年以来､守令はそのD[コを視

て腰掛とみなし､すべての精神は尽く (上の役人に)物を贈り覚えを良くしてよりよいポス トを得る

ことにある｡近来､軍が興って急迫の秋､その関心が別の方向に向かい､大半はあくせくとして税の

徴収を促 し､役人としての評価をよくしようとする｡日]畝と山林の貧しい家屋の下では､どういう状

況なのかを知っているのだろうか｡財産も地位もある人は､すべての関心は子弟の教育と合格者を絶

やさないようにすること､家を美しくし､お墓を締ることにある｡その家人や子弟は元金を｢称貸｣(注

8)するところから始めて､耕兼云や亜蚕機織 りの人たちを搾取 し､新しい米と新しい生糸の時期にな

ると､貸付帳を開いて (これまでの)借金を取り立てようとし､その他のことは考えない｡そのため､

民は耕桑に勤苦しても飢えや寒さから逃れられず､益なしの事と見なすようになってしまうのである｡

耕桑で生きていけないので､盗賊を見てそのもとに参集してしまうのである｡このことによって､天

下の財源から遂に尽きてしまって､天下の冠盗は遂に増殖の極みに至る｡

論者は ｢裕福な家が貸借を行なわなければ､姓名の (貧しい人々)は食べることは出来ない｣と言

うoLかし､本来の ｢天｣は人に手足を授け様々な工夫して生きていく手段を与えており､借金が出

来なければ一生懸命に働いて頑張るものである｡｢称貸｣があることによって怠けるのを助長し,甚

だしきに至っては借 りてきたお金を酒や肉に使ってしまい､(その後は)家族もおかゆさえも食べれ

ないOたとえEEl畝に収穫があり生糸の生産にある程度見通しがついても､すでに ｢称貸｣があるので､

あっという間に富家につぎ込まなければならない｡鎌や能､箔は蔵になく､室内の仕事は中途のまま

である｡利息の重圧が2年続くと､必ずや利息と元金は遥せず､富者はここで初めて ｢称貸｣するの

を止めて交際を経つ｡だが､その時になって生きていく手段を取り戻すことはできず､そのため乱に

従うのは当然ではないのかQそもそも利息と元金の ｢称貸｣は､身を削らせ乱を醸成することこれの

如くであるのに､当世の建言の人はこれに少しでも言及しないのは何故だろうか｡思うに建言するだ

けの力のある人は､貸付をしているからだ｡材木は山になく､魚や塩 貝類は水になく､五穀は田畑

にないのに､常に金貸しを通 じそjtでおのれを肥らせ､兵火が至るや今度はかえって儲けるとは､こ

の上何を言うことがあろうか (もう何も言うことはない)0

第3章 ･注

(日r天工開物｣の ｢1 乃粒 (穀類)｣の初めの文にも.次のような表現が見られる.

｢生人不能久自生､而五殺生之O五穀不能自生､而生人生之｡(人間は五穀によって整われなければ､長
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(生きられない.しかしその五穀も自然に生えるのではなく人間が育てるのである｡)｣

(車内清訳注､前掲番p3)

(2) 九辺とは､明代でいう九つの辺境の地のことで､遼東 斬州 宣府 大同 山西 延綴 字夏 因原

甘粛を指すO

(3) 岸本美緒氏によると､

｢(明代)長城の整備にともなって､北辺には9つの軍管区が設けられた｡これら北方の軍管区にはそれ

ぞれ給兵官が置かれ､常時数万の軍隊が濫屯し､大正の軍需物資が投下されたoJ｢9つの軍管区の一番東

は遼東鋲で､これは長城東端の山海関よりずっと東方だが､この地域でも土塁が作られ､女兵に対する防

衛線とされた｡そこから順次西に向けて､前鋲 宣府鎖 大同鉄 太原紙 梅林鎮 季夏銀 固原妄畏 甘

尉鎮となる｡そのうち､北京防衛の中心となるのが和紙と宣府韻であった｡｣(前掲怒､p7475)

(Ll) 原文の ｢阿堵 (あと)｣は､大朝時代の口語で ｢この｣という意味o｢阿堵物｣で銭を意味する｡

(5)桑はキ蚕に用いるため多くは畑や山地に栽植されているo

r天工開物｣の ｢2 乃服 (衣服)｣<薬科 (桑の菓)>によると､

｢欲棄便努摘､則樹至七八尺､即斬赦菖頂｡架則婆裟可抜伐､不必東棟緑木也｡((桑の)乗を摘みやすく

するには､樹が7.8尺になると､すぐその頂上の所を切りはらう｡菜は横にひろがって茂り､容易に引っ

ぼって切りとることができ､梯子をかけたり木に登っ7L=りする必要はない｡)｣(恵内括氏､前掲智p43)

と記述されている｡

(6) 原文の ｢生歯｣で人口､家族数｡昔は乳歯が生えると戸371;に登録したあ｡

(7) 原文の ｢三呉｣は､呉の地を呉郡 呉興 骨箱の三つに分ける称である｡

(8) ｢称貸｣は､金を貸し付けて利息をとること｡または､借りること｡

4 訳注 ｢士気議｣

士気談

｢匡倭 扶危先傾､皆借士気｡英気盛典衰弱､戎適合之所為耶O

気之盛 也､刀鋸鼎錘不具者､有人驚 其衰也､開廷杖而股栗美｡気之盛也､Irlpi'死投荒､憤然就

道者､有人蔦 共裏也､三径就閃､轄然色温実.気之盛 也､朝進階焦公卿､蕃削詩篤田舎､而幽

憂不形干色者､有人驚 ,共変也､台省京堂､夕は弊方面､触端侃恨臭o気之盛也､松菊在念､即郎

街数範､慨牡珪冠者､有人鴛 ,其衰也､即崇l;皆巳及､萄期己届､軍興煩苦､指摘交加､尚且患之

不去､而直待腔費之下美｡気之盛也,班行考選､薙寄書車徳､有人蔦 ,共裏也､相講相頓､賄賂成風,

甚至下右傾Iq''7[]同人而奪之臭｡気之盛也,庭参投刺､抗志而争者､有人鴛 ,其裏 山､屈己尊呼､非

続非屈､而長脆諸事､如所不重美O気之盛也､布衣連体､脱粟飯賓､而消操 自開音､有人鴛 ,其

衰也､服装不潔､厨悌不豊､即醒顔発穏而以篤恥実O気之盛也､-令之玩､-師之敗､一節之京

樽欺誤､上章自首者､有人鴛.其衰也､托敗残功､惨事存篤大枚､而敏幸牒臓之不暇美o気之盛也､
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領郡之邑､難危不適者､有人驚 .共裏也､樺鮫而幾､祝神央分､遺筆重債､賄賂滋彰､既欲其靖､

又欲其穂､然後快干心実o気之盛也､番兵虜騎攻城椋野､宰官激鳳忠義､冒失控鋒而成功者､有

人驚 ,其衰也､疲弱亡命､新木掲竿､諜報隣売人張､而当食不知口底､妻子烏虜而不能保者.不

一而足莫O

夫気之衰者､上以功令作之､不以学問充之､兄勉其弟､妻勉英夫､朋友交相尻､可遁而室干盛o

不然､長此安窮也｡｣

(釈)士気談 (注1)

｢匡像 が危いのを扶け傾いているのを落ち着かせるには､皆士大夫の ｢気｣が必要である｡その ｢気｣

が ｢盛｣であるか ｢衰弱｣であるかは､世のめぐり合わせだろうか｡

｢気｣の ｢盛｣では､刀鋸や鼎藷といった刑具 (注2)を畏れない人がいるが､たいした人物である,

その ｢衰｣では､廷杖 (の昔)(注3)を開いただけで足が震える (任4)(人がいる)0｢気｣の ｢践｣

では､命の危ういような危険なところでも命を顧みず行く (注5)人がいるが､たいした人物である.

その｢衰｣では､安全なところでのんびりしていても(任6)暗く活気がない (人がいる)｡｢気｣の ｢盛｣

では､朝階級が上がって公卿になり､夕方罷免さまtで郷里に帰ったとしてもまったく憂いていない人

がいるが､たいした人物である (任7).その ｢衷｣では､中央の高級官僚や地方の有力官僚であっ

てもゆえなく憤 り恨む (人がいる).｢気｣の ｢盛｣では､どんな環境にあってもプライドを持ち､数

年低い官位にいてもあっさりと官を辞めてしまう人がいるが､たいした人物である .その ｢衰｣では

高い階級にすでに適 して相当の年齢になり軍興がしきりにおこり､(その軍輿に対応できなくて)舵

判を受け苦しんでいるのに､なおかつ官位を去らず､ずっと辞職勧告が下るまでしがみついている (人

がいる)Q｢気｣の ｢盛｣では､試験で順序があるのに傭揚と順位を謙る人がいるが､たいした人物で

ある .その ｢衰｣では､声高に主張し賄賂を好み､甚だしきは同人を陥れ (その地位を)奪い取るま

でに至る (人がいる)0｢気｣の ｢盛｣では､法廷に名刺を出し自分から出向いて行って高い志をもっ

て争う人がいるが､たいした人物である その ｢衰｣では､へつらって繋がりもないのに長く相手に

続きお願いをして (自分の利益のためには)何でもする (人がいる)0｢気｣の ｢盛｣では､体に合っ

た服を着て質素な食で客をもてなし溶質の中で自分で努力を惜 しまず常に自分を高めている人がいる

が､たいした人物である その ｢衰｣では､不潔な服を着ていいかげんに客をあしらい自分だけ酒に

よって赤ら顔で恥としない (注8)(人がいる)｡｢気｣の ｢盛｣では､ささいな自分の失敗 ちょっ

とした軍の敗北 ･わずかな怠慢や欺誤でさえも上章して自分の罪を認める人がいるが,たいした人物

である.その ｢衰｣では､敗北を狂って功と為し､辛勝を大勝利と為し幸運にもこまかし通すことに

一生懸命である (人がいる)0｢気｣の ｢盛｣では､自らが統治する地方で根難や危険を避けない人が

いるが､たいした人物である ,その ｢衰｣では､官更のポス トをいくつか選び神頼みにして､分け前

にあずかろうとして重い借金をして (注9)賄賂に精を出し､振乱の平定を欲しているかと思えば (自
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分の利益になるように)叛乱があるのを欲 し､しかるのち自分の利益を計る (人がいる)｡｢気｣の ｢盛｣

では､北方異民族の兵や騎兵が城を攻め野を掠めでも長官として忠義を尽 くし､そ して矢や鉾先をも

のとせず功を為す人がいるが､たい した人物である .その ｢衰｣では､疲弱 した命知らずの者たちは

自分たちが叛乱を起こし (武装起養)､(さらに)敵陣に投 じて近隣の流志に情報を知らせ大境させて

も､食さえもままならず妻子の生命 さえ守れない者がた くさんいる｡

そもそも ｢気｣が ｢衰｣の時には､上に立つ者は法令 を作 り下の者は学問をしてそれに応え.(そ

して)兄はその弟を励 まし､妻はその実を励まし､友達はお互いに励 まし合うことによってめぐりめ

ぐって ｢盛｣に至ることが出来る｡そうでなければ､この窮状がひたす ら長引 くだけである (ので､

これらのことを行なって ｢盛｣に至るようにしないといけない)｡

第4章 ･注

(I)載内浦氏は､r天工開物j(前掲杏)の解説の中で.T天=聞物]著述の動枚について次のように述べている｡

｢宋応星がこのむを著わした動倭は､巻首の序文や各部門の初めの文によって窺い知ることができる｡す

なわちこの砂は､対束を当時の支配階級であったインテリ層におき､これらの人々が日常生活に恩雪を謀

りながらも生活必需品の生産工程を知らず､時には搬家の人々を軽蔑する態度に､軽い憤りさえ感じて響

いたことが知られる｡｣(p366)

動機について､私自身は ｢インテリ屑への憤 り｣だけでなく､それ以上のものが関係していたと思って

いるが,この r野弼｣の ｢士気講｣を読むと確かに宋応星の ｢インテリ屑への憤 り｣｢士大夫への鼓稚｣が

感 じられる｡坂内氏が言われるように､宋応星はインテリ屑 .士大夫へそのような気持ちを強く持ってい

たことが､この ｢士気謙｣で確認できる｡

さて､宋応星は r天工開物jの中で ｢インテリ層への憤 り｣や ｢士大夫への鼓舞｣と感じられる文を数ヶ

所記述している｡例えば､｢1 乃叔 (穀類)｣の<初めの文>には､

｢組裸之子以柑衣視笠菜､産生之家以農夫為誌首｡虎炊晩税､知其味而忘其源者衆臭｡｣

(☆族の子弟は百姓をまるで囚人のように考え､学者の家では農夫をさげすんでいる｡朝夕の食中に五

穀を味わいながら､その由来を忘れた人々は多い｡)(較内浦氏､前掲沓p3)

また.｢2乃脈 (衣服)｣の<初めの文>には,

｢乃仔細過天下､而拝見花枚之巧者､詑幾人哉｡治乱還籍字薙､liL者査而習之､而終身不見其形懐､董非

鉄憾也｡｣

(こうして横終 りは天下に普及しているが､実地に花陳の巧妙さをみられるのは､いったい何人あるで

あろうか｡学問するものは､治乱撞論という字の意味を子供の時から習うが､ついに一生を終えでもそ

の英際をみないのは､まことに残念なことではないか｡｣

(薮内酒氏.前掲沓p38)

と記している｡明末には､骨太の士気のある人/Yが数多く名を残 しているが､実際には ｢気｣のない士大
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美も大勢存在したと思われる｡

(2)｢刀鋸鼎鍾｣は皆､人を刑する具Oその中､｢鼎錘｣は人を煮るかま｡

(3) ｢杖｣は人をむちうつ棒のことで､五刑 (苔 杖 徒 流 死)の一つO

(4) 原文の ｢股粟｣は､おそれて足がふるえること｡

(51原文の ｢寓死投荒｣は､｢寓死｣が寓が寓まで死ぬべき場合のこと､｢投荒｣が遠くへ鼠逐させられるこ

とである｡中唐の文学者で官僚であった柳宗元の詩に ｢一身去園六千里､溺死投荒十二年｣の一節がある｡

柳宗元は､793年 (貞元9)の進士で礼部員外郎となり､王叔文をリーダーとする反置官派の少壮官僚とし

て朝政の改革を志したが挫折し.郡州別史からさらに永州司削こ左遷され､のち柳州 (江西省)刺史となっ

て任地で没した人物である｡

(6)原文の ｢≡往｣は､隠者などの庭園のことで､彰沢の県令となったにもかかわらずわずか80日で辞職し

帰郷するに至った心境を記した陶淵明の ｢帰去来辞｣(405年作)に､｢三径就荒､松菊猶存O｣とある.

(7) 宋応星の少年時代の恩師､郡良知も官僚を辞め帰郷した人物の一人である｡清書星氏の r宋応星評伝J(節

掲む)によると､

｢天啓初 (1621)部良知在福建任内､園件貌思野間党､ 未達年,解組 (辞官)帰里'｡｣(p183)

(8) 原文 ｢共裏也､服莫不潔､厨博不豊､即醒頻発硝而以昼型実O｣の下線部分は､明らかに ｢不｣が抜けて

いるのではないだろうかO

(9) ポストを得るのにお金が必要なため｡

考察 と展望

本論文では､r野謙｣の ｢世運談｣､｢進身謙｣､｢民財訊｣､｢士気談｣の訳注を行なった｡各課で述

べられていることを考察 してみると､以下のようになると思われるO

まず ｢世運試｣では､宋応星は,約300年間治平が続いていた明朝も今や ｢乱が極まり治を思う｣

時であると繰 り返 し述べているO西北では冠舷がわずらわせ､民は蒐賊や軍隊､洪水や早などの自然

災害などに困窮 しているが､宋応星たち自身は運命だと涙にくれるのではな(天下の串を為すべき7L=

と主張 しているO従来､r天工開物Jの序文で､宋応星は ｢草生聖明極盛之世｣(幸いにも聖明な天子

の下､種盛の世に生まれあわせ)と述べ明末の物情騒然たる梯子に一言も触れていないため､それは

北京から遠 く離れ江西の一隅に届･任 していたことや中国託雀り＼の時局に対する撫関山､さが関連してい

るのだろうと言われてきたが (注1)､｢世運訣｣を読むと､実は彼は時局に鯉関心ところか大変関心

がある人物であったことが伝わってくるO

次に ｢進身談｣では､300年間変わらない明朝の科挙は澱上のものとしながらも､地方では民が悲

惨な状況に陥っているのに官僚たちは何もせず､寅敗の乱のitlR中に川県の欠員の補足できないのが

300余 りあるなと人材登用の弊害があるとしているOまた､科挙を受験するものは官になるとはどう

いう本質なのかを知 らず､科挙に合格 し官吏になれても危険な地に行きたがらないが､澱射法などを
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使って武にも長けた文士を撰ぶことが重要だと述べている｡宋応星が明朝の科挙を最上のものとしな

がらも人材登用の弊害を述べているのは矛盾しているようであるが､その背景として友人たちなとと

の関係から彼が近い立場にあったと思われる後社自体が､｢当初から科挙の弊害を認識しながらもそ

の科挙によって派閥を拡大 し主導権を握ろうとしていた｣という事実があった (圧2)ことなどが考

えられる｡また､宋応星が武にも長けた文士を撰ぶことが重要と述べていることは､｢野訣序｣の中

で邸掛 二取り上げられている准安衛の武挙陳啓新が ｢天下の三大病根｣の文と併せて ｢名将に軍国の

重務一切を委任すること｣の文を上奏していたこと (注3)を､宋応星が意識していたのかもしれない｡

軍隊を文官の統制下におかなければならない､というのは東林や複社の側の人々が主張してきたこと

であり､｢進身談｣の最後の段落で王張 していることには､そのような背景があった (注4)のでは

ないのかと思われる｡

｢民財議｣では､宋応星は ｢財｣と言うのは百貨のあらゆる物を指し､ただ金銭だけを言うので

はなく､また今少ないのは銀の流通よりも五穀 木 桑 魚だとしている｡このように宋応星は物

や生産を重視しており､r天工開物)で穀類 ･亜蚕 舟車 製紙など産業の生産技術について詳細に

記述している片鱗が窺える.一方､お金の貸借が民を悲惨な状況に陥れているとして,銀の(JfL通や

金融業などの商業を軽視 しているように巴われるo銀の弊害を主張している点は､楢初の黄宗弟 r明

夷待訪録｣ (注5)と同様であるが､宋応星は上記で述べたように ｢銀は少なくはない｣と言ってい

るのに対し黄宗毅は ｢銀の流通力の尽きることが二百余年である. 1 あわてふためいて銀を求め

ても､一体どこにあろうか｣(注6)と言っておりこの点で両者に相違が見られる｡このように､｢民

財謙｣を読むと､r天工開物Jの序文において宋応星が ｢rEut一物の順序は､五穀をJjiび金玉を渡 しむと

意味に従っている｣と記述しているとおり､宋応星は腿菜をもって立国の基本であるとする旗本主

苑の考え､もしくは r天工開物Jの内容自体がJI1-%業や養蚕だけでなく鉱工業にも重点が置かれてい

るので彼は生産第-主糞の考えをもっていた人物だったように思われるO

最後の ｢士気談｣では､危うくなっている国家を落ち着かせるのには士大夫の ｢気｣が必要である

とし､10種類の ｢気｣の ｢盛｣と ｢衰｣を対比させている｡｢気｣の ｢盛｣の人は､刑具や危険地を

も畏れない心意気を持ち､官職や試験に執老せず自分自身を向上させ､北方異民族やJ,fL走に果敢に立

ち向かおうとする人物である｡現実には､それと対照的な ｢衰｣の士大夫の方が多かったのだろうかO

彼は ｢気｣が ｢衷｣の時には､上に立つ者も下の者もそれぞれ自分の役割を果たし､お互いに励まし

あってめぐりめぐって ｢盛｣に至るように王張している｡これは､r天工開物｣で述べられている士

大夫に対する憤 りや彼らへの鼓舞と通ずるところがあると思われる｡

さて､次回は ｢屯田談｣からの訳注を掛 ナたいと思っている｡その際､今まで同様出来る限り時代

背景を把握するのと同時に､r野馳Jの他の誹や r天工開物｣の内容との比較 分析なども行ないな

がら訳注を進めたいo
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考察と展望 ･注

(1) 例えば,薮内晴氏の訳注 r天工開物J(前掲番)の解説に次のような記述がある｡

｢著者宋倍量が生存していた時代は､明末のきわめてあわただしい時代であった｡本番が刊行された崇禎

十年には､すでにその前年に桁と国号を改めた満州族が北方より首都北京をねらっており､園内の治安は

乱れて物情騒然たる有様であったOしかるに宋摩星はこれらのことに一言もふれておらず.かえってその

序文に ｢幸いにも聖明な天子の下､極盛の世にうまれあわせ｣たと速へている｡このことは彼が北京を遠

く離れた江西の一隅に居住したことも一つの原因であろうが､また中国読替人の時局に対する鞍関心のほ

どを示すものと言わねばならないO｣(p371)

(2) 小野和子氏の r明挙党社考一束林党と復社-1(前掲番)によると､

｢科挙の八股文が士人を如何に蝕んできたかは､複杜自身が､その成立の当初から深刻に認識してきたこ

とであったOその彼らが八股文の評選によって士人を組織してき7L=のは､一見､矛盾のようにみえるが､彼

らはこれによって､簡易に知識を獲得しようとする新たな階層をもそのなかに吸収しつつ､政界のなかで

の派閥を拡大し､その王専権を撮ろうとしたのであって､ ｣(p471)

このように科挙に対して､復社自体が矛盾を含んでいたと思われる0

(3) 陳啓新の ｢天下の三大病根｣の上奏文は､

Q)科挙によって人材を採用している- ｢科E｣を停止すること｡

(参進士という資格のみを重んじている- ｢考廉｣にJ:る推裾を行なうべきこと｡

③推官 知県から科退官から演出している-利通官には他途からも考選すべきこと｡

の3つの問題を提言薙しているが､小野和子氏によると､眺啓新のこの上葵文は1636年 (崇禎9)2月に上

奏され､それと併せて彼は名将に尚方剣を授けTL国の重載一切を委任することを上葵 した (前掲dJ､

p468-469)Oその中で陳啓新は次のように述べている｡

｢耳欄 を充実し､兵数を充足させ7L=上で､民問もふくめて虜 (満州)を滅ぼし冠 (反乱)を妄fL庄すること

のできる大将を求めるべきであるOそのような人材が出にくいのは､彼らが ｢文官に鼻白を仰ぎ､下更に

提校を聴か｣なばならず､｢文官の (桟らを)視ること奴隷の如き｣状況があるからであるO大将の人材と

して優れた者を抜招 し､軍国の重務の一切を彼らに委ねるのでなければならぬ｣｡(r役杜絶略｣下､652頁)

(4) 上記の眺啓新の ｢天下の三大病根｣と ｢名将に軍国の重務一切を委任すること｣の上奏文に対して複社

の人々は反撃するが､その中に彼らの文官優位の王張が見られるO

｢ 複社側はさらに協誰を行ない､科挙出身者の科挙擁護論という､崇禎帝の嫌疑を招くことを避けて

非科挙出身者の侯選桁雄大任程品に反撃を行なわせる｡彼は､

(陳)啓新の科目を参せるは､科呂を参するにあらざるなり､是れ国脈を儲つくるなり｡科Elの詣臣を

参するにあらさるなり､孔孟を参するなり｡(r復社紀略｣下､654頁)

と､陳啓新の科挙中止論が､科挙における儒教的数番を否定することによって､7L孟をも否定するもので

あること､そこから大将登壇という如き､武官による軍事独裁への期待が出てくるのであって､それは文
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官優位の国家の伝統を破壊するものであり､やがて焚沓坑儒を招来するであろうと､陳啓新を激しく非雛

した｡軍隊を文官の競制下におかなければならない,というのは､東林や復社の側の人々が王張 してきた

ことであったが､これらの王張は容れられず､桂品は刑部に送って処分に付された｡｣(小野和子氏､前掲

沓p470)

(5】黄宗義は､r明美待訪手引 の ｢財計 (財政旨)一｣の冒頭で､

｢後之聖王而欲天下安富､其必愈金銀乎J と述べている｡

(6) 黄宗掛 ま､同じく r明爽待訪良】｢財計 (財政論)-｣の中で､次のように記述している｡

r今輔所封閉､間-閉環又使宮城等之､以入大内､輿民間血輿､則銀力謁二百除年｡天下金銀.綿運至干

草京､如水赴整｡東平之時猫有高買官吏返其十分之二三｡多故以東在束京者､既蓋池之連外､而富商大賞､

連官滑更､自北而南､又能以其資力､豊鉄天下之金銀而去｡此其理尚右往而適者子｡夫銀力巳謁､両駅税

如放也｡市易如故也｡皇皇末弟.筋子何所｡故EB土之倍､不笛異時之十一｡呈其填痩輿｡日否｡不能烏航

税也｡百済之償､亦不督異時之十一｡岩井物阜典oEl否｡市易無幹也｡魯今之世宛特揚火之民｡即時和年

豊虹益也｡即勘倶浦揮血益也｡吾以蔦非廠金銀不可｡｣(いまは鉱山は閉鎖され､またひとたび山を開いて

採掘しても､また宮城 (富官)にこれをつかさどらせて宮中に入れ､民間と血関係だから､銀の涜通力の

尽きることが二百余年である｡天下の金銀は､jLiBl輸送で鞘京に送られ､水の谷におもむくがようである｡

平和な時代には､それでも商人や官吏がその十分の二,三を元に戻すことがあったO多事以来､栽京にあ

る金銀はことごとく国外に流出したのみでなく､富商大nrや高官肝変が北から南へ移り,その際またその

資力でことごとく天下の金銀を手におさめて持ち去りさえした.かくして道理として､それでもなお.(光

れ去ったものが再び元にもどってくるということがあろうか｡そもそも銀の流通力がすでに尽きたのに､租

税はもとのままである､交易はもとのままである.あわてふためいて銀を求めても､一体どこにあろうか｡

かくて田地の地価は昔の十分の一にもあたらないが.なんとその土地がやせたのであろうか｡いやそうで

はない｡租税を納めることができないからである｡詑商品のあたいもまた昔の十分の一にもあたらないが､

なんと物資が豊かになったのであろうか｡いやそうではない｡交易するのに､もとでがないからである｡今

の世において､熱湯猛火のなかにのたくり苦しむ民は､たとい世が平和で豊年であっても血益である｡た

とい水利のよい土地で農薬につとめても無益である｡わたくしの思うのに､金銀を廃止するのでなければ

だめである｡)

西田太一郎訳 r明夷待訪録】(前掲沓p150-lらl)




